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令和２年第１回上益城広域連合定例会会議録 

 

1．令和２年２月 26 日午前 10 時 0 分招集 

2．令和２年２月 26 日午前 10 時 0 分開会 

3．令和２年２月 26 日午前 10 時 38 分閉会 

4．会議の区別 定例会 

5．会議の場所 上益城広域連合議場（嘉島町福祉センター2 階） 

6．議事日程 

日程第 1 会議録署名議員の指名について 

日程第 2 会期の決定について 

日程第 3 提案理由の説明について 

日程第 4 議案第 1 号 上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 5 議案第 2 号 上益城広域連合広域計画の一部変更について 

日程第 6 議案第 3 号 令和２年度上益城広域連合一般会計予算について 

 

7．出席議員（10 名） 

  １番 池田 浩二  君   ２番 中城 峯䧺  君 

  ３番 清﨑 輝昭  君   ４番 増岡 司   君 

  ５番 松本 昭一  君   ６番 野田 祐士  君 

  ７番 宮川 安明  君   ８番 福田 謙二  君 

  ９番 工藤 文範  君   10 番 藤澤 和生  君 

 

8． 欠席議員（0 名） 

 

9． 職務のため出席した書記の職・氏名（1 名） 

   議会書記   藤本 隆修 

 

10. 地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職・氏名（11 名） 

   広域連合長  荒木 泰臣  君  代表副広域連合長 奥名 克美 君 

副広域連合長 西村 博則  君  副広域連合長  藤木 正幸  君 

   副広域連合長 梅田  穰  君 

   代表監査委員 戸塚 誠司  君  会計管理者   冨岡 宗徳  君   

   事務局長   宮本 浩明  君  総務･企画係長  松本まゆみ  君 

   福祉係長   美濃田知也  君  福祉係     佐伯 柊斗  君 
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開会・開議  午前１０時０分 

 

○議長（池田 浩二君） 皆さん おはようございます。上益城内で新型コロナウイルスが発生

し各町で対策はされていると思いますが、各自の予防と一日も早い収束を願っております。 

只今の出席議員数は、10 名です。定足数に達しますので、これより、令和２年第１回上益城

広域連合議会定例会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布しております日程表の

とおりです。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

 

※日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（池田 浩二君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。本臨時会の会議録署

名議員は、上益城広域連合議会会議規則第 111条の規定により、４番 増岡議員、８番 福田議

員を指名いたします。 

 

※日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（池田 浩二君） 日程第２「会期の決定」についてを議題にします。上益城広域連合議

会会議規則第５条の規定により、本定例会の会期を決定したいと思います。お諮りします。本定

例会の会期は、本日１日間といたします。これに、ご異議ございませんか。 

〔（異議なし）の声あり〕 

○議長（池田 浩二君）「異議なし」と認めます。よって、定例会の会期は、本日１日間と決定

しました。 

 

※日程第３ 提案理由の説明について 

 

○議長（池田 浩二君） 日程第３「提案理由の説明」となっております。提案理由の説明を求

めます。 

○連合長（荒木 泰臣君） 議長 

○議長（池田 浩二君） 荒木連合長 

○連合長（荒木 泰臣君） 皆さん、おはようございます。 

２月末になりまして、日一日と春めいてまいりましたけれども、本日は令和２年第１回上益城

広域連合議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、お忙しい中ご参

集をいただきまして誠にありがとうございます。 

また、日頃より当広域連合の運営に対しまして、深いご理解とご協力を賜わりまして、厚く御

礼を申し上げる次第でございます。 

先程、議長の冒頭のご挨拶にもありましたように、新型肺炎コロナウイルスが中国の武漢で発
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生をして中国の問題だと思っておりましたけれども、我日本にも感染者が出てまいりまして、身

近な上益城管内でも感染された方が出たというようなことで、大変心配をしているところでござ

います。これは、新型肺炎コロナウイルスに感染をして病気になるということは勿論でございま

すが、全体的に社会全体の問題として、そして又、経済問題としても大きな問題になりつつござ

います。一日も早い収束をということで願っているところでございます。 

又、本広域連合におきましても今年度からは新たな事業が始まります。上益城郡内で協議を進

めて参りました、「一般廃棄物処理施設の整備に関する事業」をこの広域連合にて行うこととな

りましたので、本議会にも関連議案を提出させていただいており、令和２年度の上益城広域連合

一般会計予算にも計上いたしております。 

広域連合といたしましては、上益城の更なる発展のため、また、地域住民の生活の向上を図る

ため、堅実な広域行政の発展に務めて参る所存でありますので、今後とも、どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 

それでは、前回１２月臨時議会からの広域連合の主な事業実績について、ご報告を申し上げま

す。 

介護保険認定審査事業に関しましては、公平公正な認定を行うため、正確かつ効率的な審査会

を実施しておりまして、１２月・１月の２か月で、２３回開催し、９９０件の認定を行いました。 

また、障害者総合支援審査事業については、同じく１２月・１月の２か月で、３回開催し、２

５件の判定を行っております。 

次に、本日提出しております議案３件について、提案理由をご説明申し上げます。 

 まず、議案第１号「上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」でご

ざいます。 

こちらは、地方自治法の一部改正に伴い、本条例を改正するものであります。 

次に、議案第２号「上益城広域連合広域計画の一部変更について」でございます。上益城広域

連合の規約変更に伴い、「一般廃棄物処理施設の設置に関する事務」を追加するものでございま

す。 

次に、議案第３号「令和２年度上益城広域連合一般会計予算について」でございます。 

令和２年度の当初予算の歳入・歳出額の総額は、３７８，８１１千円で、平成３１年度と比べ

ますと、総額では３１０，７４３千円の増となっております。当初予算が多くなった理由につき

ましては、「一般廃棄物処理施設の設置に関する」事務が追加されたことによるもので、建設用

地の購入を予定しているため大幅な増額になっているものでございます。 

詳細につきましては、議案審議の中で、事務局が説明いたしますので、ご審議をいただき、ご

決定を賜りますようお願い申し上げます。 

以上を持ちまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

※日程第４ 議案第１号「上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の制

定」について 
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○議長（池田 浩二君）日程第４、議案第１号「上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題とします。 

説明を求めます。 

○事務局長（宮本 浩明君） 議 長 

○議長（池田 浩二君）  宮本事務局長 

それでは、議案第１号についてご説明申し上げます。 

議案第１号「上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」上益城広域

連合監査委員条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。令和２年２月２６日

提出 連合長名でございます。 

提案理由といたしまして、地方自治法の一部改正に伴い、条例を改正する必要がございます。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

改正の内容は、地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責が新たに地方自治法第２４３条

の２に規定されたことによりまして現在の第２４３条の２が第２４３条の２の２へ繰り下がる

ことによる改正によるものでございます。又、同条第４項を第８項に改めものでございます。以

上でございます。 

○議長（池田 浩二君）これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

   [（質疑なし）との声] 

○議長（池田 浩二君） 「質疑なし」と認めます。 

 これより、討論を行います。討論はございませんか。 

   [（討論なし）との声] 

○議長（池田 浩二君） 「討論なし」と認めます。 

 これより、採決します。お諮りします。 

 議案第１号「上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」を、原案の

とおり可決することに異議ございませんか。 

   [（異議なし）の声あり] 

○議長（池田 浩二君） 「異議なし」と認めます。 

 よって、議案第１号「上益城広域連合監査委員条例の一部を改正する条例の制定について」は、

原案のとおり可決することに決定しました。 

 

※日程第５ 議案第２号「上益城広域連合広域計画の一部変更」について 

 

○議長（池田 浩二君）日程第５ 議案第２号「上益城広域連合広域計画の一部変更について」

を議題とします。説明を求めます。 

○事務局長（宮本 浩明君） 議 長 

○議長（池田 浩二君） 宮本事務局長 

 それでは、議案第２号についてご説明申し上げます。 

議案第２号 上益城広域連合広域計画の一部を次のように変更することとする。令和２年２月２

６日提出 連合長名でございます。 
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提案の理由といたしまして、地方自治法第２９１条の７第３項の規定により、広域計画の変更

には議会の議決を経る必要がございます。これが、この議案を提出する理由でございます。 

変更の理由といたしまして、この計画は平成２８年度から令和２年度までの５ヶ年計画で、５

年ごとに改正が行われておりますが、令和２年度から郡内の一般廃棄物処理施設の設置自体を広

域連合で行うことに伴い広域計画に一般廃棄物処理施設の設置に関する事項を記載する必要が

ございます。 

変更の内容は、広域計画の策定方針に一般廃棄物処理施設の設置に関する事務を追加し、又広

域連合が処理する事務に関することに、一般廃棄物処理施設整備の設置に関する経緯、現状と課

題、今後の方針についてを新たに追加するものでございます。 

参考までに、新旧対照表を添付しております。ご確認をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（池田 浩二君） 

これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

   [（質疑なし）の声あり] 

○議長（池田 浩二君）「質疑なし」と認めます。これより、討論を行います。討論はございま

せんか。 

   [（討論なし）の声あり] 

○議長（池田 浩二君）「討論なし」と認めます。これより、採決します。お諮りします。 

議案第２号「上益城広域連合広域計画の一部変更について」を、原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。 

   [（異議なし）の声あり] 

○議長（池田 浩二君）「異議なし」と認めます。よって、議案第２号「上益城広域連合広域計

画の一部変更について」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

※日程第６ 議案第３号「令和２年度上益城広域連合一般会計予算」について 

 

○議長（池田 浩二君）日程第６、議案第３号「令和２年度上益城広域連合一般会計予算につい

て」を議題とします。説明を求めます。 

○事務局長（宮本 浩明君） 議 長 

○議長（池田 浩二君） 宮本事務局長 

 それでは、議案第３号についてご説明申し上げます。上益城広域連合一般会計予算書  

１ページをお開き願いたいと思います。議案第３号 令和２年度上益城広域連合一般会計予算

令和２年度上益城広域連合一般会計予算は、次に定めるところによる。 第１条 歳入歳出予算

額の総額は、歳入歳出それぞれ３７８，８１１千円と定める。２ 歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。第２条 地方自治法第２１４条の

規定により債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。第４条 地方
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自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２５０，０００千円と

定める。令和２年２月２６日提出 連合長名でございます。 

２ページをご覧いただきたいと思います。令和２年度歳入歳出予算についてご説明申し上げま

す。第１表歳入歳出予算 款項の区分ごとの金額でございます。まず、左側歳入でございます。

１款分担金及び負担金 １項負担金 １２６，７８３千円、３款県支出金 １項委託金 １１千

円、４款財産収入 １項財産運用収入 １千円、５款 繰入金はございません。６款繰越金 １

項繰越金２，０００千円、７款諸収入 １項預金利子 １千円、同じく２項雑入 １５千円、８

款広域連合債 １項広域連合債 ２５０，０００千円、歳入合計と致しまして３７８，８１１千

円でございます。 

次に右側歳出でございます。令和２年度は、歳出予算の分類項目を変更しております。変更点

は、３款に事業費がございましたけれども、その３款を民生費に改めております。２項の情報公

開審査会費を２款の総務費、総務管理費に移しております。それと１項介護保険認定審査事業費

及び３項の障害者総合支援審査事業費を１項の社会福祉費に目の方で変更しております。４款予

備費を衛生費に改めて、５款公債費を新たに設けております。それと、４款に予備費を設けてお

りましたけれども、２つ繰り下げまして６款に変更しております。その変更の表が右側の歳出の

表でございます。それでは、款毎にご説明申し上げます。１款議会費 １項議会費 １，４５２

千円、２款総務費 １項総務管理費 ７９，８１２千円、同じく２項選挙費 ２４８千円、同じ

く３項監査委員費 ２８５千円、３款民生費 １項社会福祉費 ２６，０６４千円、４款衛生費 

１項保健衛生費 ２６８，１５０千円、５款公債費 １項公債費 ２，５００千円、６款予備費 

１項予備費３００千円でございます。歳出の合計が３７８，８１１千円でございます。以上歳入

歳出の予算でございます。 

次に３ページをお開き下さい。地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をする

ことが出来る事業等でこちらのほうは、主に財務会計用の機器と職員の業務用のパソコンの複数

年契約に係るものでございます。期間は５年間、金額は５年間のリース料でございます。 

次に、４ページをご覧ください。地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが出来

る地方債、起債の目的等でございます。目的は、一般廃棄物施設整備債でございます。限度額は

２５０，０００千円、起債の方法は証書借入、利率は年３パーセント以内となっております。償

還の方法につきましては、政府資金につきましては融資の条件により、銀行その他からについて

は、債権者との協定によるものでございます。 

５ページをご覧ください。歳入歳出予算事項別明細でございます。前年度との比較をお示しし

ております。歳入では、１款分担金及び負担金が、６０，７３１千円の増でございます。３款県

支出金が４千円増、４款財産収入、５款繰入金、６款繰越金の増減はございません。７款諸収入

は８千円の増、新しく８款広域連合債２５０，０００千円で、増となっております。収入全体で

は３１０，７４３千円の増となっております。 

次に６ぺージをご覧いただきたいと思います。歳出でございます。１款の議会費が４９８千円

の増、２款総務費４０，１１０千円の増、新しく３款民生費２６，０６４千円、４款衛生費 ２

６８，１５０千円、５款公債費２，５００千円、６款予備費３００千円でございます。事業費は

廃止になっておりまして２６，６７９千円の減でございます。歳出全体で３１０，７４３千円の
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増でございます。総額と致しまして、３７８，８１１千円となっております。 

次に７ページをお願いいたします。款ごとに主なものをご説明申し上げます。１款分担金及び

負担金 １項負担金 １目町負担金、本年度１２６，７８３千円で、前年度より６０，７３１千

円の増となっております。各町の負担金については、右側に説明しております通り御船町が２５，

３３４千円、前年度より１２，１９４千円増となっております。嘉島町１９，６２９千円、前年

比１０，４６２千円の増です。益城町３５，２８６千円、前年比１５，９６３千円の増です。甲

佐町２１，１６６千円、前年比１０，５７７千円の増額です。山都町２５，３６８千円、前年比

１１，５３５千円の増と各町増額となっております。これは、令和２年度に２年に一度の議員研

修開催、会計年度職員制度の改正、財務会計システム導入、施設整備係の新設により派遣職員の

増員及び一般廃棄物処理施設整備に係る環境衛生費の新設によるものが主な増額の理由でござ

います。 

次に、３款県支出金 １項 １目介護保険認定審査会委託金は、前年度７千円より４千円増の

１１千円でございます。 

４款財産収入 １項財産運用収入 １目利子及び配当金は、前年同様でございます。 

８ページをご覧ください。５款繰入金 １項基金繰入金 １目財政調整基金繰入金は、前年度

本年度はございません。 

６款繰越金 １項、１目繰越金は、前年度額同様の２，０００千円でございます。７款諸収

入 １項、１目預金利子は、６千円減の１千円でございます。 

９ページをお開きください。同じく２項雑入 １目雑入は、１４千円増の１５千円でございま

す。８款広域連合債 １項、１目広域連合債、本年度２５０，０００千円でございます。これは、

一般廃棄物処理施設整備、用地購入又は、建物移転、立木補償に伴う事業債でございます。施設

の設置場所については、御船町大字上野地内 古閑迫、古閑原地区にまたがる地域でございます。

用地面積は約１３ｈａ 筆数で１０８筆 地権者３５名 となっております。 

１０ページをお開きください。 

１款議会費 １項、１目議会費。本年度１，４５２千円で前年比４９８千円の増額でございます。

これにつきましては、２年に一度の議員研修が行われますので、その関連費用の増額でございま

す。１節報酬は議員１０名分の報酬でございます。８節特別旅費、１３節使用料及び賃借料は議

員研修に伴う経費でございます。 

 １１ページをお開きください。２款総務費 １項総務管理費 １目一般管理費。本年度予算、

７９，２３９千円で前年比３９，５５５千円の増でございます。主なものとして、１節報酬は連

合長及び副連合長４名の報酬と会計年度任用職員１名分の報酬でございます。４節共済費は議員、

監査委員、非常勤職員等の１０７名分の災害補償基金の負担金と会計年度任用職員４名分の社会

保険料でございます。１０節需用費は事務消耗品と広域連合の広報誌は年２回発行しております。

後は、例規集の追録の印刷代が主なものでございます。 

１２ぺージをご覧ください。１１節、１３節使用料及び賃借料ついては、令和２年度導入予定

の財務会計システムの保守料、使用料、リース料を新たに計上しているものでございます。 

１３ページをお開きください。１８節負担金補助及び交付金は派遣職員１１名分の人件費の負

担金でございます。施設整備係の新設により派遣職員が６名増員になっており３７，６１６千円
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の増額となっております。３項情報公開審査会費は、審査会の開催に伴う委員５名分の報酬及び

費用弁償でございます。 

１４ぺージをご覧ください。２款総務費 １項選挙費 １目選挙管理委員会費 本年度予算額

は２４８千円前年比増減はございません。年間４回の選挙管理委員会を開催しますので、それに

伴う委員４名分の報酬及び費用弁償でございます。 

２款総務費 １項、１目監査委員費 本年度予算額２８５千円前年比８千円の増でございます。

委員２名の報酬及び費用弁償でございます。 

 １５ぺージをお開きください。３款民生費 １項社会福祉費 １目介護保険費 本年度予算額

２４，２０３千円前年比、これは、項目を新たに追加しておりますので、前年比の対応はしてお

りません。実際、昨年度の同じ事業と比較しますと、４千円の減となっております。１節報酬 ８

節旅費は介護認定審査会１５５回開催予定でございますので、その分の審査委員と会計年度任用

職員２名の報酬及び費用弁償でございます。１０節需用費は審査資料用作成のコピー機のトナー

とコピー用紙等と認定調査票を印刷を致しますので、その分の印刷代が主なものでございます。

１１節役務費は委員への審査会資料の送付、これはレターパックで行っておりますが、その送料

と介護認定システムの保守料が主なものでございます。 

１６ぺージをご覧ください。３款民生費 １項社会福祉費 ２目障害者福祉費 本年度予算額

１，８６１千円。前年比０でございます。こちらも、先程申しましたように、新しく項を設けま

したので、前年比は０になっております。昨年の同じ項目と対比しますと、実質４９千円の減と

なっております。１節報酬、８節旅費は障害者総合支援審査会１８回分の審査委員の報酬と費用

弁償でございます。１０節需用費は審査会資料作成用の先程申しましたようにコピー機のトナー、

又はコピー用紙と認定調査用紙を印刷しますので、その費用でございます。１１節役務費は委員

へ審査会資料の郵送こちらもレターパックで行いますので、その分の送料となっております。 

１７ページをお開きください。４款衛生費 １項保健衛生費 １目環境衛生費です。本年度予

算２８６，１５０千円、本年度から新たに追加された分でございます。比較は出ておりません。

１節報酬 ３節職員手当は会計年度任用職員１名分の報酬及び期末手当でございます。７節報償

費は御船町に今、現事務所がございますけれども、引続きそこを利用させていただきますので、

その駐車場が他の事業所も入っておりますので、別に２ヶ所借りております、その分の謝礼を支

払っておりますのでその分の経費でございます。８節旅費、一般廃棄物協議会委員１４名の費用

弁償と協議会委員等の先進地視察が行われますので、その分の研修旅費が主なものでございます。

１０節需用費は消耗品、光熱費が主なものでございます。１２節委託料は、用地買収に係る所有

権移転の嘱託登記委託料と発注者支援業務の委託料でございます。発注者支援業務につきまして

は、一般廃棄物の基本計画の見直しを行います、それと新たに必要となる施設整備の基本計画、

施設整備に係る詳細なスケジュール、又経費の試算、それと事業発注に伴う仕様書等の作成に使

用するものが主なものでございます。 

 １８ぺージをご覧ください。１３節使用料及び賃借料は、協議会委員等の視察研修時のバス借

り上げ料と公用車２台分のリース料が主なものでございます。１６節公有財産購入費は廃棄物処

理施設用地約１３ｈａの取得費でございます。１８節負担金及び交付金は、廃棄物行政担当研修

２名分の負担金でございます。これは、福岡にございます日本環境センターということで、新し
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く赴任した職員を毎年そちらの方に研修に伺わせておるということでございます。２１節補償、

補填及び賠償金は、建設用地内の立木補償、又は農業施設もございますので、その移転費用に伴

う補償金でございます。２６節公課費は土地購入の契約時の印紙代でございます。 

１９ぺージをお開き願いたいと思います。５款公債費 １項公債費 ２目利子、新規の分類で

ございます。本年度予算額２，５００千円です。これは一般廃棄物処理施設整備に係る用地購入

費の一時借入金の利子の償還金でございます。用地の購入費は起債を活用することとしておりま

すけれども、起債は年度末に借り入れる為に、金融機関から一時的に借入れて運用するものでご

ざいます。その利子でございます。 

６款 予備費 １項 １目予備費 本年度予算額３００千円 前年比１００千円増でございま

す。これは、事業の増加によりまして増額したものでございます。 

 ２０ページをご覧ください。平成３１年度予算では事業費として計上しておりました３事業で

すが、令和２年度からは先程申しましたように、総務費、民生費へ分類を変更致しましたので、

この分は削除した分を添付しております。 

 ２１ページをお開き下さい。地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度

末における現在高の見込みに関する調書でございます。令和２年度に借入予定でございますので、

前々年度及び前年度に係る残高はございません。令和２年度末現在見込高が２５０，０００千円

でございます。以上が、令和２年度の一般会計予算でございます。以上でございます。 

○議長（池田 浩二君）これより、質疑を行います。質疑はございませんか。 

   [（質疑なし）の声あり] 

○議長（池田 浩二君） 「質疑なし」と認めます。これより、討論を行います。討論はござい

ませんか。 

   [（討論なし）の声あり] 

○議長（池田 浩二君） 「討論なし」と認めます。 これより、採決します。お諮りします。 

 議案第３号「令和２年度上益城広域連合一般会計予算について」を、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。 

   [（異議なし）との声あり] 

○議長（池田 浩二君） 「異議なし」と認めます。 

 よって、議案第３号「令和２年度上益城広域連合一般会計予算について」は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

皆様のご協力により、本日提案されました議案の審議は終了しました。 

 これをもちまして、令和２年第１回上益城広域連合議会定例会を閉会いたします。 

 どうもお疲れ様でした。 

                     （2 月 2６日午前 10 時 39 分 閉会）   

 

 

 

 

 


